
■登録事項変更届・書換え交付申請必要書類 
＊「氏名」の変更(改姓・字体変更、旧姓・通称名併記など)をされる方  
＊すべてカード型の免許証明書になります。 

 申請書等名 注意事項 

1 登録事項変更届出書 この 2種類とも必要です。 
＊免許証の原本を紛失されている場合は、「書換え交付申請書」では
なく「再交付申請書」になります。 2 書換え交付申請書 

3 建築士住所等の届出 
・勤務先：建築士事務所登録されている勤務先の場合は、その事務
所の開設者の名前も記入して下さい。 

4 建築士免許証明書写真票   

5 証明写真 2枚 

・6 ヶ月以内に撮影のもの ・無帽・無背景・正面上 3 分身・縦 45 ㎜
×横 35㎜ 
・本人が確認できる証明写真で、同じものを 2 枚。一枚は「申請書」、
もう一枚は「写真票」に貼付。 
・申請者自身でプリントする場合は、「写真プリント用の用紙」に印刷し
たもの。  
・この写真がそのまま免許証に転写されます。なるべく写りの良いものを
選んでください。 

6 
申請手数料払込証明書 
（ATMでも可） 

申請手数料：5,900円 
振込先：広島銀行 大手町支店 普通 3286894 
    （公社）広島県建築士会 
※必ず申請者名で払い込んでください。 
・領収書の原本を「2. 書換え交付申請書」に貼付。 
必要な方は、ご自分でコピーを取っておいて下さい。 

・振込手数料はご負担下さい。 

7 住民票の写し（原本） 

・マイナンバーの記載がないもの 
・発行の日から 6 ヶ月以内のもの・発行の日から 6 ヶ月以内のもの  
・外国籍の方の場合は、住所地の市区町村で発行している「住民票の
写し（国籍の記載を含む）」（原本・6 ヶ月以内に発行されたも
の）が必要書類となりました。  

＜ご注意＞  
市区町村の発行した「住民票の写し」の複写、または「在留カード」及び
「特別永住者カード」の複写では申請を受付けられません。 

 旧姓・通称名併記の確認書類 

旧姓・通称名併記を希望する方のみ旧姓・通称名が記載されている、
下記のいずれかをお持ちください 
・住民票の写し（上記 3 と同一でも可能） 
・マイナンバーカードのコピー（マイナンバーが見えないようにカードカバー
をした状態でコピーしてください。） 
・戸籍謄本（抄本） 
※住民票の写し、マイナンバーカードは旧姓・通称名併記の手続きを経
て旧氏欄に旧姓、通称名欄に通称名が入っているものに限ります。 

8 
二級・木造建築士免許証の 
原本とコピー（1枚） 

・必ず原本とコピー両方を持参下さい。 
・原本を失くされている場合は、「再交付申請」になりますので、「再交付



申請」を参照して下さい。 

9 
本人確認ができる公的な身分証明書の
コピー 
(対面申請の場合は、原本も提示) 

<1点でよい書類> 
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地
建物取引士証等 
 
<2点必要な書類(A と B から 1点づつ又は Aから 2点)> 
A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年
金、共済年金手帳(証書)等 
B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 
【注意事項】 
※二級・木造建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できま
せん。 
※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお
願いすることがあります。 
※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用
する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第 19 条より、
マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認めら
れた手続き以外では、コピーを取る事ができません。) 
※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保
険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。 
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 

10 
法定講習受講修了証(二級・木造
建築士定期講習・管理建築士講
習)のコピー 

法定講習受講履歴 (二級・木造建築士定期講習・管理建築
士講習)の記載を希望する方は、管理建築士講習未受講者を
除き、建築士定期講習修了証(直近分)のコピーと管理建築士
講習修了証のコピーの 2 枚を提出してください。 

 

■交付時必要書類 
＊免許証明書が出来ましたら、交付通知ハガキが届きますので、以下のものを揃えて、交付を受けて下さい。 
 

1 交付通知ハガキ  

2 申請受付書 申請時にお渡しした受付番号が記された書類 

3 二級・木造建築士免許証の原本 
原則引換になります。A4（B5）判免許証を持っておかれたい場合は、
『無効印』を押印することによって可能になります。 

4 印鑑 認印で結構です。 

5 本人確認ができる公的な身分証明書 上記必要書類「7」の欄参照。 
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